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押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

資料１ 本市の手続における押印見直しの状況について 

第１ 経緯 

  新型コロナウイルスの感染防止への対応が求められる中、国においては行政手続におけ

る書面規制、押印、対面規制の抜本的な見直しが進められており、国規制改革推進会議に

おける令和２年(2020 年)７月２日付「規制改革推進に関する答申」を踏まえ、同月７日付

総務省自治行政局長名で「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しにつ

いて」の通知があったところです。 

  これらを踏まえ、本市においても、申請書等における押印は、廃止することを原則とし

て見直しを進めるため、令和２年(2020 年)１１月１６日付けで「申請書等の押印見直しに

関する指針」を策定し、押印の廃止を原則として見直しを進めており、今般、条例で規定

されている押印手続を廃止するため、下記条例の改正に係る議案を一括して提案しようと

するものです。 

第２ 改正する条例及びその概要 

 １ 宝塚市固定資産評価審査委員会条例の一部改正 

   審査申出書等の書面への押印を廃止します。 

 ２ 職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正 

   服務宣誓書への押印を廃止し、署名を求めることとします。 

 ３ 宝塚市印鑑条例の一部改正 

   印鑑登録廃止申請書への登録印鑑の押印を廃止します。 

第３ 本市における押印の見直しの状況 

外部手続きにおける申請書等のうち、押印を求めているもの（令和 2年 12 月 28 日時点）          
  

書類 

総数 

廃止 

可能 
うち年内に廃止済み 

法令などに根拠があるもの、

引き続き検討するものなど 

   
  1,623 1,177 225 446            
押印廃止可能なもの 1,177 件÷1,623 件≒72.5％     
引き続き検討する書類については、請求書や契約書、法人の作成する書類等が該当します。令

和２年１２月１８日付けで内閣府通知があり、地方公共団体における押印見直しマニュアルが示

されました。国の動向を注視しながら、引き続き各部局と調整し、押印を廃止できるものについ

ては対応するとともに、市指針（令和２年１１月１６日策定）についても見直しを行う予定です。 

 

 


